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は
じ
め
に　

研
究
史
の
整
理

平
安
時
代
後
期
か
ら
明
治
維
新
ま
で
、
官
方
の
上
首
で
あ
る
左
大
史
（
大
夫
史
、
官

務
）
は
小
槻
宿
禰
が
世
襲
し
、「
官
務
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。

そ
の
小
槻
氏
研
究
の
基
礎
は
橋
本
義
彦
氏
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
。
氏
は
、
小
槻
氏
が

太
政
官
弁
官
局
内
で
地
位
を
高
め
て
い
く
様
子
を
、
官
務
家
成
立
史
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
、
そ
の
上
で
官
務
文
庫
が
「
存
立
の
中
核
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
豊
富
な
経

済
基
盤
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
平
安
末
葉
乃
至
鎌
倉
初
期
」
に
官
務
家
が

成
立
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る①
。

続
い
て
佐
藤
進
一
氏
は
、
律
令
官
僚
制
の
衰
退
と
関
わ
ら
せ
て
官
務
家
の
成
立
を

論
じ
た
。
氏
は
ま
ず
、
律
令
法
の
有
名
無
実
化
に
よ
り
家
業
の
継
承
を
最
優
先
と
す

る
「
家
業
の
論
理
」
が
生
み
出
さ
れ
、「
家
業
」
に
関
連
す
る
官
職
に
就
い
た
官
人

は
、「
家
業
の
論
理
」
に
支
え
ら
れ
て
官
職
を
世
襲
し
て
い
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ

し
て
十
二
世
紀
初
中
期
に
は
「
特
定
の
氏
族
が
特
定
官
職
に
世
襲
的
に
就
任
し
、
さ

ら
に
は
特
定
の
氏
族
が
特
定
官
庁
を
世
襲
的
に
運
営
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
る
」
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
れ
を
「
官
司
請
負
制
」
と
名
付
け
ら
れ
た②
。
さ
ら
に
、
そ
の
典
型
的

な
例
と
し
て
小
槻
氏
を
提
示
さ
れ
、
小
槻
一
門
は
算
博
士
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
官
厨

家
業
務
の
把
握
や
、
主
税
・
主
計
両
寮
の
頭
助
を
兼
務
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

太
政
官
事
務
局
の
主
宰
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
に「
大
き
く
寄
与
し
た
」

の
だ
と
主
張
し
て
、
大
夫
史
世
襲
を
家
業
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
佐
藤
氏
は
、
家
業
に
依
拠
し
て
自
力
で
官
務
家
と
い
う
地
位
を
獲
得
し

た
小
槻
氏
に
代
表
さ
せ
て③
、
律
令
官
僚
制
（
古
代
）
が
解
体
し
官
司
請
負
制
（
中
世
）

が
確
立
し
て
い
く
様
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
の
中
に
官
務
家
成
立
を
位
置
づ
け
る
点
は
、
曽
我
良
成

氏
も
同
様
で
あ
る
。
曽
我
氏
は
、
①
小
槻
氏
は
、
孝
信
の
代
に
官
務
家
と
し
て
成
立

し
た
、
②
弁
官
局
関
連
文
書
の
集
積
・
編
纂
に
よ
っ
て
小
槻
氏
が
大
夫
史
就
任
に
有

利
な
条
件
を
え
た
と
い
う
二
点
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
王
朝
国
家
論
に
基
づ
い
て
、

十
一
世
紀
半
ば
の
後
期
王
朝
国
家
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
政
策
転
換
を
画
期
と
し
て

重
視
さ
れ
た
。
氏
は
、
こ
れ
に
よ
り
弁
官
局
の
重
要
性
が
増
し
、「
文
書
管
理
に
絶
対

の
能
力
を
誇
る
小
槻
氏
」
に
業
務
を
請
け
負
わ
せ
世
襲
さ
せ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
た④
。

曽
我
氏
は
官
務
の
職
務
を
検
討
し
、
文
書
管
理
者
と
し
て
の
姿
を
重
視
す
る
点
で
は

橋
本
説
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
曽
我
説
は
、
国
策
の
転
換
に
よ
っ
て
小
槻
氏
が

「
官
務
家
と
し
て
抜
擢
さ
れ
る
」
と
解
さ
れ
て
お
り
、佐
藤
氏
の
よ
う
な
小
槻
氏
の
主

体
性
は
見
ら
れ
ず
、
国
策
に
よ
っ
て
官
務
家
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
よ
う
に
論
述
さ
れ

て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
う
し
て
官
務
家
の
成
立
と
い
う
問
題
は
、
橋
本
義
彦
氏
に
よ
る
研
究
が
基
礎
と

な
り
、
佐
藤
進
一
・
曽
我
良
成
両
氏
に
よ
っ
て
古
代
か
ら
中
世
へ
と
い
う
大
き
な
変

化
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
評
価
が
定
着
し
た⑤
。
一
見
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
佐

官
務
小
槻
氏
の
確
立

―
太
政
官
弁
官
局
（
官
方
）
の
中
世
化

―

井　

上　

幸　

治
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藤
・
曽
我
の
両
説
だ
が
、
そ
れ
は
前
提
と
し
て
い
る
国
家
論
に
差
が
あ
る
た
め
で
あ

り
、
十
世
紀
末
と
十
二
世
紀
と
を
比
較
し
て
差
違
を
見
出
し
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
と

い
う
手
法
は
共
通
す
る
。
両
氏
が
こ
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
た
の
は
、
官
史
の
補
任

状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
を
詳
細
に
知
れ
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
・
資
料
が
な
か
っ

た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
両
氏
は
、
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
変
化
の
過
程
は
追
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
を
補
っ
た
の
が
、
永
井
晋
氏
に
よ
る
『
官
史
補
任
』
の
編
纂
で
あ
る⑥
。
氏

に
よ
っ
て
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
か
ら
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
ま
で
の
官
史
補
任
表

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
官
務
家
が
成
立
し
て
い
く
過
程
が
明
確
に
さ
れ
た
。

そ
こ
で
次
に
は
、
小
槻
氏
が
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
い
っ
た
背
景
を
考
察
す
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
官
務
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
想
定
す
る
か
、
橋
本
氏
と
佐
藤
・
曽
我
・

永
井
の
諸
氏
と
の
間
に
は
微
妙
な
差
が
認
め
ら
れ
る
。
後
三
者
は
、
官
務
を
「
大
夫

史
の
職
を
世
襲
す
る
家
」
と
想
定
し
、
小
槻
氏
が
大
夫
史
を
世
襲
・
独
占
し
た
こ
と

を
も
っ
て
「
官
務
家
の
成
立
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
せ
る
が⑦
、
橋
本
氏
は
官
務
と

は
単
に
大
夫
史
を
世
襲
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
六
位
官
人
を
統
率
す
る
「
官
長
者
」

で
あ
り
、
附
属
所
領
を
領
有
す
る
こ
と
も
重
視
し
て
い
る
。
橋
本
氏
が
官
務
家
の
成

立
を
「
平
安
末
葉
乃
至
鎌
倉
初
期
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
点
が
理
由
で
あ
る
。
つ

ま
り
佐
藤
・
曽
我
・
永
井
の
諸
氏
が
説
い
て
き
た
の
は
「
官
務
家
の
成
立
」
で
は
な

く
、そ
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
大
夫
史
の
世
襲
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
佐
藤
氏
は
、
職
の
執
行
が
そ
の
ま
ま
収
入
に
直
結
す
る
と

の
見
と
お
し
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
佐
藤
・
曽
我
・
永
井
の
諸
氏
は
、
官
庁
運
営

に
か
か
わ
る
六
位
官
人
の
編
成
や
、
経
済
基
盤
の
整
備
・
領
有
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
小
槻
氏
が
大
夫
史
を
独
占
し
て
い
っ
た
背
景
に
加
え
て
、
六
位

官
人
の
統
率
や
所
領
の
開
発
・
維
持
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
槻
氏

が
弁
官
局
の
業
務
を
自
己
完
結
的
に
実
行
し
え
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
位
置
づ
け
て

い
き
た
い
。第

一
章　

大
夫
史
の
出
現
と
定
着

九
〜
十
二
世
紀
に
確
認
で
き
る
大
夫
史
を
表
１
に
一
覧
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と

大
夫
史
は
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
を
初
見
と
す
る
が⑧
、
当
初
は
ま
だ
常
置
さ
れ
て
お

ら
ず
、
第
二
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
恒
常
化
す
る
。
恒
常
化
の
要
因
に
は
、
こ
の
こ

ろ
に
太
政
官
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
補
強
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い⑨
。
つ
ま

り
十
世
紀
以
降
、
政
務
に
お
け
る
申
文
に
は
続
文
を
添
付
す
る
こ
と
が
多
く
な
る

が⑩
、
そ
れ
を
作
成
す
る
官
文
殿
は
、
大
夫
史
が
別
当
と
な
っ
て
い
る
。
政
務
形
態
の

変
化
に
よ
り
大
夫
史
が
重
視
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
恒
常
化
を
も
た
ら
し
た
と
推
測
し

た
い
。

特
徴
と
し
て
は
、大
夫
史
の
在
職
期
間
が
重
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
選
抜
方
法
と
関
係
が
あ
る
。
元
来
官
史
は
、
初
め
右
少
史
に
任
じ
ら
れ
、
順
に

昇
進
し
て
左
大
史
に
至
り
、
叙
爵
後
は
受
領
な
ど
と
し
て
転
出
し
て
お
り
、
一
度
太

政
官
弁
官
局
か
ら
転
出
し
て
い
っ
た
人
物
は
、
大
夫
史
に
な
れ
な
か
っ
た
。
大
夫
史

に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
が
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
叙
爵
し
た
後
も
転
出
さ
せ
ず
、
そ
の
ま
ま

左
大
史
に
留
任
（
叙
留
）
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、有
望
な
人
材
が
続
く

と
、
大
夫
史
が
二
人
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

元
来
、
官
史
は
八
人
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
上
位
の
左
大
史
は
、
た
と
え
六
位
で

あ
っ
て
も
、「
座
頭
」
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た⑪
。
第
一
期
に
は
大
夫
史
が
常
置
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
座
頭
が
六
位
史
で
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
た
が
、
第
二
期
以
降
は
常

に
座
頭
は
大
夫
史
と
な
っ
た
。
結
果
、
大
夫
史
は
、
座
頭
と
し
て
、
六
位
史
と
区
別

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
に
は
、大
夫
史
多
米

国
平
が
「
六
位
史
之
役
」
を
務
め
た
こ
と
が
特
例
的
事
件
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り⑫
、
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表 1　9～ 12 世紀の大夫史
姓　名 在職確認期間 典拠史料（初見／終見）

一　
　
　
　
　
　
　

期

善世（宿禰） 有友 仁和3（887）.1.7～寛平1（889） 日本三代実録／二中歴

壬生（忌寸） 望材 寛平7（895）.7.17～9（897）.4.8 大安寺縁起／東山文庫所蔵文書＊1

阿刀（宿禰） 春正 延喜1（901）.1.7叙留～3（903）.1.-転 外記補任

菅野（朝臣） 清方 延喜17（917）.11.17叙留～21（921）.1.-転 外記補任

錦部（宿禰） 春蔭 延長8（930）.8.15～承平2（932）.8.5 政事要略 56 ／平安遺文 4560

尾張（宿禰） 言鑒 天慶2（939）.2.15～6（943）.10.11 政事要略 55 ／東南院文書

海 （宿禰） 業恒 天暦3（949）.12.7～5（951）.12.27 醍醐寺要書／政事要略 53

阿蘇（宿禰） 広遠 天暦6（952）叙留～7（953）.7.11 二中歴／別聚符宣抄

我孫（宿禰） 有柯 （未詳） 二中歴

物部（宿禰） 安国 応和2（962）.2.5～安和2（969）.⑤.7 西宮記 10 裏書／東南院文書

坂合部（宿禰）以方 （未詳） 二中歴

二　
　

期

大春日（朝臣）良辰 天延3（975）.2.1～正暦1（990）.10.5 類聚符宣抄８／本朝世紀

伴 （宿禰） 忠陳 永観2（984）.2.23～寛和2（986）.2.16 東南院文書／本朝世紀

多米（宿禰） 国平 永延2（988）.4.13～長保2（1000）.6.5 類聚符宣抄７／政事要略 67

小槻（宿禰） 奉親 長徳1（995）.8.19～寛弘8（1011）.1.26出家 類聚符宣抄９／権記

（姓未詳） 久永 寛弘8（1011）.2.4叙留～12.18解 小右記／権記

三　
　
　
　
　
　
　

期

但波（宿禰） 奉親 寛弘8（1011）.12.18任～治安3（1023）.1.10 権記／小右記

小槻（宿禰） 貞行 寛仁3（1019）.2.12～長元6（1033）.2.20 小右記／東南院文書

惟宗（朝臣） 義賢 長元2（1029）.②.11～寛徳2（1045）.5.18 小右記／平安遺文 623

小槻（宿禰） 孝信 永承1（1046）.11.22～承保3（1076）.9.3 東宮冠礼部類記／平安遺文 1132

惟宗（朝臣） 実長 康平1（1058）.⑫.-～治暦4（1068）.11.17 東南院文書／帥記

小槻（宿禰） 祐俊 承暦1（1077）.2.20～康和5（1103）.2.30譲 平安遺文 1143 ／本朝世紀

小槻（宿禰） 盛仲 康和5（1103）.2.30任～保安2（1121）.1.19 本朝世紀／大間成文抄

惟宗（朝臣） 政孝 長治2（1105）.4.10 中右記

小槻（宿禰） 政重 保安3（1122）.1.-任～天養1（1144）.3.17歿 早稲田大学荻野研究室収集文書＊2／台記

小槻（宿禰） 師経 天養1（1144）.12.26～保元2（1157）.10.5歿 本朝世紀／兵範記

惟宗（朝臣） 孝忠 久安3（1147）.12.21任～5（1149）.5.7 台記／本朝世紀

四　
　

期

小槻（宿禰） 永業 保元2（1157）.8.21任～長寛2（1164）.12.8歿 兵範記／鎌倉遺文 1006

小槻（宿禰） 隆職 永万1（1165）.1.23任～文治1（1185）.12.29解 鎌倉遺文 1006 ／吉記・玉葉

小槻（宿禰） 広房 文治1（1185）.12.29任～建久2（1191）.5.2転 吉記／玉葉

小槻（宿禰） 隆職 建久2（1191）.5.2任～9（1198）.10.29歿 玉葉／自暦記

小槻（宿禰） 国宗 建久9（1198）.12.9任～貞応2（1223）.7.20歿 地下家伝

註）大夫史と確認できる初見と終見を示したため、実際の在任期間は表示より長くなる者が多い。
　　＊１　東山文庫所蔵『周易抄』紙背文書
　　＊２　三条西家旧蔵文書のうち「兼国例勘文」。
　　＊３　二期は、阿蘇広遠まで引き上げられるかもしれない。
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こ
の
こ
ろ
迄
に
、
大
夫
史
と
六
位
史
と
の
差
が
確
定
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
。

大
夫
史
が
六
位
史
を
領
導
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
た
と
え

ば
大
夫
史
多
米
国
平
は
、
官
厨
家
に
納
め
ら
れ
た
資
財
に
関
す
る
命
を
伝
え
ら
れ
て

い
る
が⑬
、
官
厨
家
別
当
は
六
位
史
の
職
務
で
あ
る
か
ら⑭
、
指
令
は
大
夫
史
を
通
じ
て

六
位
史
へ
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
諸
行
事
に
お
い
て
も
、
た
と

え
ば
結
政
で
は
、
常
は
大
夫
史
が
申
文
を
行
っ
て
お
り
、
六
位
史
は
座
頭
の
許
し
が

な
け
れ
ば
結
政
で
申
文
を
務
め
ら
れ
な
か
っ
た⑮
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
期
、
遅
く
と

も
十
世
紀
末
迄
に
、
大
夫
史
は
六
位
史
へ
の
指
導
的
立
場
を
確
立
さ
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。

第
二
章　

摂
関
家
と
の
関
係
を
深
め
る

弁
官
局
の
実
務
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
大
夫
史
と
い
う
ポ
ス
ト
は
、
政
権
担

当
者
か
ら
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
藤
原
兼
家
は
、
自
ら
に
仕
え

る
多
米
国
平
を
大
夫
史
に
据
え
て
お
り
、
国
平
の
兄
弟
と
思
わ
れ
る
人
物
も
外
記
・

検
非
違
使
と
な
っ
て
い
る⑯
。
大
夫
史
の
常
置
は
兼
家
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

兼
家
は
重
要
部
署
の
実
務
を
関
係
者
で
占
め
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

実
務
レ
ベ
ル
へ
の
影
響
力
を
強
め
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
、
藤
原
道
長
に
も
顕
著
に

認
め
ら
れ
る
。
道
長
は
、寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
二
月
四
日
に
自
己
の
家
司
で
あ
る

但
波
奉
親
を
大
夫
史
に
据
え
よ
う
と
す
る
が
、
藤
原
実
資
の
反
対
に
よ
り
失
敗
す
る⑰
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、居
貞
（
三
条
天
皇
）
の
受
禅
に
よ
っ
て
外
孫
で
あ
る
敦
成
が
立
太

子
し
、
道
長
は
外
戚
の
立
場
を
ほ
ぼ
手
中
に
す
る
。
さ
ら
に
は
一
条
院
・
冷
泉
院
が

死
去
し
、
王
家
内
に
有
力
な
成
人
男
性
も
い
な
く
な
っ
た
。
結
果
、
朝
廟
に
お
け
る

道
長
の
影
響
力
は
非
常
に
強
い
も
の
と
な
る
。
す
る
と
十
二
月
十
八
日
、
道
長
は
藤

原
行
成
ら
の
反
対
意
見
を
黙
殺
し
、
大
夫
史
選
抜
の
前
例
も
無
視
し
て
、
但
波
奉
親

を
大
夫
史
に
就
け
る
の
で
あ
る⑱
。

こ
の
経
緯
は
曽
我
良
成
氏
も
分
析
さ
れ
、
大
夫
史
が
小
槻
氏
に
独
占
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
む
し
ろ

但
波
奉
親
が
現
職
の
官
史
で
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
奉
親
は
、
正

暦
二
〜
五
年
（
九
九
一
〜
九
四
）
ご
ろ
に
官
史
を
務
め
た
後
、
叙
爵
し
て
豊
後
守
を
務

め
た
人
物
で
あ
り
、
当
時
は
散
位
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で

大
夫
史
は
、
六
位
史
か
ら
叙
留
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
受
領
経
験
者
を
登
用
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
藤
原
実
資
・
行
成
の
反
対
意
見
も
、
こ
れ
を
第
一
の
理
由
と
し
て
い

る
。し

か
し
道
長
は
、
先
例
を
無
視
し
て
但
波
奉
親
を
大
夫
史
と
し
、
受
領
経
験
者
を

登
用
す
る
と
い
う
方
法
を
新
た
に
つ
く
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
以
後
は
、
大
夫
史
の
後

任
を
現
職
官
史
に
限
る
必
要
が
な
く
な
り
、過
去
に
官
史
を
経
験
し
た
全
て
の
者
が
、

大
夫
史
候
補
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
候
補
者
の
飛
躍
的
増
加
を
招
い

た
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
こ
の
変
化
は
、
意
中
の
人
物
を
大
夫
史
に
就
任
さ
せ
や
す

く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
、
意
中
の
者
に
六
位
史
を
経
験
さ
せ
て
お
け

ば
、
必
要
と
な
っ
た
時
に
い
つ
で
も
、
大
夫
史
に
補
任
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
期
ま
で
の
大
夫
史
は
、
雑
多
な
氏
族
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
が
、
第
三
期
に
は

小
槻
・
惟
宗
両
氏
が
ほ
ぼ
交
替
で
務
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
選

抜
基
準
の
変
化
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

第
三
期
に
こ
の
二
氏
だ
け
が
選
ば
れ
た
要
因
は
、
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず

一
つ
は
、
政
権
担
当
者
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
歴
代
の
小
槻
氏
当
主
が
摂
関
家
家
司

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑲
。
た
だ
し
摂
関
家
と
大
夫
史
と
の
関
係

は
第
二
期
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
お
り
、
第
三
期
の
但
波
奉
親
・
惟
宗
義
賢
も
大
夫
史

就
任
前
か
ら
摂
関
家
の
家
司
で
あ
っ
た⑳
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
大
夫
史
だ

け
で
は
な
く
、
同
時
期
の
大
夫
外
記
で
も
見
い
だ
せ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
な
ら
ば㉑
、



二
一
一

官
務
小
槻
氏
の
確
立

499

道
長
・
頼
通
ら
が
、
太
政
官
の
実
務
部
局
の
上
首
で
あ
る
大
夫
史
・
大
夫
外
記
の
人

事
に
、
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。

そ
れ
を
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て
、小
槻
貞
行
（
孝
信
の
父
）
が
大
夫
史
と
な
っ
た

際
の
史
料
を
見
て
お
こ
う
。

民
部
卿
言
語
之
次
、
故
宇
治
殿
被
仰
処
、
入
道
殿
蒙
勘
当
事
二
事
也
。
一
者
惟

亮
子
補
明
法
博
士
、
又
故
孝
信
父
補
大
夫
史
、
所
被
責
仰
也
。
両
人
者
能
人
也
。

当
日
所
仰
、
然
而
宇
治
殿
無
御
過
失
云
㉒々

。

貞
行
は
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
か
ら
大
夫
史
と
し
て
確
認
で
き
る
が
、
当
時
は
但

波
奉
親
も
ま
だ
在
職
し
て
い
た
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、摂
政
頼
通
は
貞
行
（「
故
孝

信
父
」）
を
大
夫
史
に
推
挙
す
る
が
、道
長
は
そ
れ
に
強
く
反
対
す
る
。
し
か
し
貞
行

を
「
能
人
」
と
評
す
る
頼
通
は
、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
任
官
さ
せ
た
た
め
、
道
長
の

「
勘
当
」
を
う
け
た
と
い
う㉓
。
前
節
に
お
け
る
但
波
奉
親
も
、頼
通
に
よ
る
こ
の
小
槻

貞
行
の
例
も
、
い
ず
れ
も
強
い
反
対
を
押
し
切
っ
て
政
権
担
当
者
が
補
任
を
実
現
し

て
お
り
、
彼
ら
が
大
き
な
抵
抗
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
、
大
夫
史
の
人
選
に
こ
だ

わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
ら
が
大
夫
史
の
人
選
を
重
視
し
た
要
因
は
、
大
夫
史
・
大
夫
外
記
が
管
理
す
る

情
報
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
大
夫
史
は
、
太
政
官
弁
官
局
の
記
録
を
保
存
し
て
い
る
官

文
殿
の
別
当
を
つ
と
め
て
お
り
、
大
夫
外
記
も
、
外
記
日
記
な
ど
の
政
務
に
関
す
る

豊
富
な
先
例
を
蓄
積
す
る
外
記
庁
文
殿
を
管
理
し
て
い
る㉔
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
許
に
充

分
な
記
録
・
文
書
が
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
こ
の
両
文
殿
の
情
報
は
非
常
に
魅

力
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
だ
先
例
に
関
す
る
情
報
を
充
分
に
蓄
積

で
き
て
い
な
い
道
長
ら
は㉕
、
両
文
殿
の
情
報
を
素
早
く
か
つ
確
実
に
把
握
で
き
る
よ

う
、
そ
の
管
理
責
任
者
で
あ
る
大
夫
史
・
大
夫
外
記
に
、
自
ら
に
仕
え
る
人
物
を
据

え
よ
う
と
試
み
て
い
た
も
の
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る㉖
。

こ
れ
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
八
月
一
日
付
の
宣

旨
で
あ
る㉗
。
左
大
臣
藤
原
道
長
は
、
大
夫
史
に
家
人
を
据
え
る
こ
と
で
、
太
政
官
文

殿
の
情
報
を
把
握
し
て
い
た
。
し
か
し
当
時
は
、
宣
旨
な
ど
の
情
報
は
必
ず
し
も
官

文
殿
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
道
長
は
、
長
和
四
年
八
月
宣
旨
に
よ
っ
て
大
夫
史

が
宣
旨
な
ど
の
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
を
制
度
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
道
長

は
、
弁
官
局
が
か
か
わ
る
全
情
報
を
大
夫
史
を
通
じ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
大
夫
史
に
よ
る
情
報
把
握
力
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
先
例
勘
申

を
重
要
な
職
務
の
一
つ
と
し
て
い
た
弁
官
局
で
は
、
大
夫
史
が
職
務
遂
行
に
不
可
欠

な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
弁
官
局
内
に
お
け
る
大
夫
史
の
重
要
度
は
更

に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
加
え
て
頼
通
は
、
大
夫
史
一
族
と
他
の
六
位
史
の

一
族
と
の
間
に
、
身
分
格
差
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

康
治
三
年
十
月
十
三
日
。
未
明
召
。
参
入
御
前
〈
于
時
宇
治
殿
〉。
御
語
云
、（
中

略
）
早
旦
宇
治
殿
渡
御
之
間
、
故
清
□
定
康
、
冠
者
に
て
取
箒
て
出
来
て
あ
り

け
れ
ば
、
誰
そ
と
問
給
け
れ
ば
大
殿
か
う
か
う
と
令
申
御
け
れ
ば
、
大
外
記
・

大
夫
史
一
族
不
可
取
箒
こ
そ
仰
事
在
け
る㉘
。

こ
の
回
想
に
よ
る
と
、若
い
こ
ろ
の
師
実
（
大
殿
）
は
清
原
定
康
に
箒
を
持
た
せ
て
い

た
が
、頼
通
（
宇
治
殿
）
が
そ
れ
を
見
て
「
不
可
取
箒
」
と
命
じ
た
と
い
う
。
定
康
は

か
つ
て
大
夫
外
記
を
つ
と
め
て
い
た
清
原
頼
隆
の
孫
で
あ
る㉙
。
箒
で
掃
く
行
為
は
清

目
に
も
通
じ
、冠
者
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
者
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
頼
通
は
、

十
一
世
紀
以
降
の
大
外
記
・
大
夫
史
の
一
族
は
、
た
と
え
冠
者
相
当
の
身
分
の
人
物

で
も
、
そ
の
よ
う
な
低
い
身
分
の
者
と
し
て
扱
わ
な
い
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
り
、
彼

ら
を
優
遇
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、
第
三
期
は
大
夫
史
の
選
抜
基
準
が
変
化
し
、
任
意
の
人
物
を
登
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
小
槻
・
惟
宗
二
氏
が
大
夫
史
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
確
認
し
た
。
摂
関
家
は
、
大
夫
史
を
通
じ
て
、
弁
官
局
の
情
報
を
把
握
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
氏
が
選
ば
れ
た
の
は
、
道
長
以
降
の
摂
関
家

と
関
係
を
持
ち
つ
づ
け
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
大
夫
史
に
つ
い
た
彼
ら
一
族
は
、
他
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の
六
位
史
よ
り
も
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

第
三
章　

小
槻
氏
と
惟
宗
氏

小
槻
貞
行
・
惟
宗
義
賢
は
、
藤
原
頼
通
と
の
関
係
に
よ
っ
て
大
夫
史
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
惟
宗
氏
が
単
独
で
大
夫
史
を
つ
と
め
た
の
は
、
惟
宗
義
賢
が
在
任
し
て
い

た
十
三
年
間
だ
け
で
あ
り
、
子
孫
の
在
職
期
間
を
比
べ
る
と
、
圧
倒
的
に
小
槻
氏
の

方
が
長
い㉚
。
こ
の
差
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
小
槻
氏
は
、
貞
行
以
降
も
孝
信
・
祐
俊
と
摂
関
家
の
家
司
を
つ
と

め
て
い
る
。
し
か
し
惟
宗
氏
で
は
、
義
賢
が
摂
関
家
の
家
司
を
、
政
孝
が
摂
関
家
と

関
係
の
深
い
女
院
の
家
政
機
関
職
員
を
務
め
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
が㉛
、
実
長
は
関

係
を
認
め
ら
れ
な
い
。
摂
関
家
と
の
距
離
は
、
小
槻
氏
の
方
が
近
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
小
槻
・
惟
宗
両
氏
に
は
、
日
記
を
記
し
て
い
る
人
物
が
い
る

な
ど
の
共
通
点
も
多
い
が32
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
許
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
官
文
書
群
に
は

差
が
見
出
せ
る
。
小
槻
氏
は
、
官
文
書
を
納
め
た
倉
を
建
て
て
い
る
な
ど
環
境
を
整

備
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
が33
、
一
方
の
惟
宗
氏
は
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）、

「
我
朝
一
本
書
」
と
言
わ
れ
た
貴
重
な
典
籍
で
あ
る
『
政
事
要
略
』
を
白
河
院
に
召
し

取
ら
れ
て
い
る34
。
そ
の
内
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
惟
宗
氏
は
文
書
群
の
維
持
に

あ
ま
り
熱
心
で
な
か
っ
た
か
、
院
と
の
関
係
が
良
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
摂
関
家
自
体
も
、
徐
々
に
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
様
相
を
整
え
て
き

て
お
り35
、
大
夫
史
を
通
じ
て
弁
官
局
の
情
報
を
把
握
す
る
必
要
性
も
薄
れ
は
じ
め
て

い
た
。
す
る
と
摂
関
家
側
は
、
充
分
に
官
文
書
を
蓄
積
で
き
な
か
っ
た
惟
宗
氏
を
大

夫
史
に
就
け
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
惟
宗
氏

は
、
形
式
的
に
大
夫
史
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
単
独
・
長
期
の
在
職
は
避
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る36
。

反
対
に
小
槻
氏
は
、
第
三
期
後
半
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
存
在
感
を
高
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
十
一
月
七
日
に
催
さ
れ
た
官
奏
で
は
、
熊
野
詣

に
行
っ
て
お
り
不
在
に
し
て
い
る
大
夫
史
小
槻
祐
俊
に
代
わ
っ
て
、
左
大
史
伴
広
親

（
六
位
史
の
筆
頭
）
が
座
頭
を
つ
と
め
た
が
、
文
書
の
不
備
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
酷
評

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
広
親
に
限
ら
ず
と
も
、
官
方
作
法
の
習
熟
度
の
低
さ
は
当
時

の
六
位
史
に
共
通
し
て
い
た37
。
確
か
に
、
六
位
史
も
行
事
史
な
ど
と
し
て
職
務
を
分

担
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
遂
行
に
は
大
夫
史
の
指
導
を
必
要
と
し
て
い
た
上
、
た

と
え
「
譜
代
」
の
官
史
で
あ
っ
て
も
、
在
職
数
年
で
す
ぐ
に
叙
爵
・
転
出
す
る
た
め
、

習
熟
度
は
低
く
、
経
験
・
知
識
の
蓄
積
も
薄
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
末
に
は
、

官
方
の
事
務
処
理
を
的
確
に
行
な
う
た
め
に
は
、
先
例
を
熟
知
し
て
い
る
大
夫
史
小

槻
氏
の
存
在
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
二
月
に
小
槻
祐
俊
か
ら
そ
の
養
子
盛
仲

へ
大
夫
史
が
譲
任
さ
れ
、小
槻
氏
が
大
夫
史
を
世
襲
し
は
じ
め
る38
。
曽
我
良
成
氏
は
、

こ
の
事
実
か
ら
、
十
一
世
紀
後
半
に
「
官
務
家
」
の
確
立
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
ろ
に
惟
宗
氏
の
存
在
意
義
が
薄
れ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
小
槻
氏
に
よ
る
大
夫

史
独
占
の
画
期
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
譲
任
が
堀
河
天
皇
に
よ
っ
て
許

可
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
、
摂
関
家
は
急
死
し

た
師
通
の
後
を
忠
実
が
継
い
で
い
た
が
、
い
ま
だ
内
覧
に
止
め
ら
れ
た
ま
ま
関
白
に

補
さ
れ
て
お
ら
ず
、
堀
河
が
白
河
院
の
発
言
力
を
抑
え
な
が
ら
親
政
を
試
み
て
い
た

時
期
に
当
た
る
。
し
か
も
寺
社
強
訴
が
本
格
化
し
は
じ
め
て
お
り
、
政
情
は
不
安
定

で
あ
っ
た39
。
そ
れ
ゆ
え
堀
河
ら
は
、こ
の
よ
う
な
政
情
を
乗
り
切
る
た
め
意
図
的
に
、

小
槻
氏
の
譲
任
を
認
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
権
の
実
務
面
を
安
定
化
さ
せ

る
た
め
、
弁
官
局
で
存
在
感
を
高
め
て
い
た
小
槻
氏
を
優
遇
す
る
と
と
も
に
、
小
槻

氏
の
背
後
に
い
る
で
あ
ろ
う
摂
関
家
忠
実
へ
の
配
慮
も
含
ん
だ
判
断
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
院
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
院
権
力
が
蔵
人
弁
を
通
じ
て
太

政
官
を
指
揮
下
に
お
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が40
、
天
皇
側
は
大

夫
史
と
の
繋
が
り
を
深
く
す
る
こ
と
で
、
弁
官
局
内
の
実
務
レ
ベ
ル
へ
の
影
響
バ
ラ
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ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
出
来
た
と
も
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か41
。

第
三
期
の
始
ま
り
が
、
摂
関
家
の
権
力
安
定
化
策
の
結
果
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
小

槻
氏
に
よ
る
大
夫
史
世
襲
も
、
権
力
安
定
化
を
め
ざ
し
た
結
果
に
生
じ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
大
夫
史
を
世
襲
し
は
じ
め
た
小
槻
氏
は
、
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
は
「
官

長
者
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る42
。
そ
し
て
名
誉
職
的
な
就
任
に
す
ぎ
な
か
っ
た
惟

宗
氏
も
、
同
じ
こ
ろ
を
最
後
に
大
夫
史
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、「
五
位
史
ハ
政
重

之
後
一
人
也43
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
小
槻
師
経
か
ら
は
小
槻
氏
が
完
全
に
大
夫
史

を
世
襲
独
占
す
る
の
で
あ
る
。
小
槻
氏
だ
け
が
大
夫
史
と
な
る
第
四
期
の
始
ま
り
で

あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
官
職
を
世
襲
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
物
が
そ
の
官
庁

を
主
宰
し
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
上
、
そ
の
世
襲
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
も
保
証
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
段
階
で
は
、
小
槻
氏
は
大
夫
史
を
世
襲
し
て
お
り
、
職
務
を
自
力

で
遂
行
し
て
い
る
。
し
か
し
独
自
の
経
済
基
盤
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
そ
の
活
動
は

諸
国
済
物
な
ど
の
受
領
経
済
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る44
。
そ
れ
ゆ

え
小
槻
氏
は
、
官
司
の
経
済
的
運
営
と
い
う
点
で
は
十
世
紀
段
階
と
変
わ
ら
ず
、
職

務
上
に
お
い
て
の
み
指
導
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
官
職
の
世
襲
と

官
司
の
運
営
と
は
、
同
一
の
事
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
小
槻

氏
が
世
襲
を
始
め
た
第
三
期
後
半
以
後
、
小
槻
氏
が
い
か
に
し
て
局
内
の
主
導
的
地

位
か
ら
主
宰
者
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
、
二
つ
の
面
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。

第
四
章　

六
位
官
人
の
編
成
と
所
領
の
獲
得

十
一
世
紀
半
ば
以
降
、
六
位
史
が
作
法
の
疎
さ
を
露
呈
し
て
い
く
の
に
対
し
、
六

位
史
よ
り
も
下
級
の
官
人
で
あ
る
史
生
・
官
掌
に
は
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い

る45
。
つ
ま
り
官
方
の
職
務
は
、
作
法
に
通
じ
た
大
夫
史
・
史
生
・
官
掌
が
中
心
と
な
っ

て
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
官
方
の
重
要
な
部
局
の
一
つ
で
あ
る
官

文
殿
で
は
、
大
夫
史
が
別
当
で
あ
り
、
勘
申
を
す
る
職
員
は
史
生
で
あ
っ
て
、
六
位

史
は
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
。い
ず
れ
も
長
期
間
連
続
し
て
在
任
す
る
大
夫
史
・

史
生
・
官
掌
は
、
長
年
の
勤
務
に
よ
っ
て
経
験
（
作
法
の
先
例
や
知
識
）
を
積
み
つ
つ
、

相
互
の
関
係
も
密
に
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
夫
史
と
史

生
・
官
掌
と
の
関
係
は
、
十
二
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
職
務
上
の
被
管
関
係
か
ら
家

人
（
主
従
）
関
係
へ
と
深
化
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
は
、

「
厨
家
氷
沙
汰
人
」
で
あ
る
史
生
が
「
大
夫
史
雑
色
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る46
。

ま
た
、
大
夫
史
に
よ
る
家
人
関
係
の
構
築
は
、
弁
官
局
以
外
に
も
展
開
し
て
い
く
。

壬
生
流
小
槻
氏
は
、元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
ご
ろ
か
ら
官
方
に
加
え
て
主
殿
寮
を
も

主
宰
す
る
の
だ
が47
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
年
預
と
し
て
主
殿
寮
の
実

務
を
担
当
し
て
い
た
の
が
伴
氏
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
伴
氏
は
、
十
一
〜
十
二
世

紀
前
半
に
六
位
史
を
輩
出
し
た
伴
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
が
、
十
二
世
紀
半
ば
に
は
摂

関
家
に
仕
え
、
守
方
は
藤
原
（
松
殿
）
基
房
家
の
知
家
事
と
な
っ
て
い
た48
。
と
こ
ろ

が
、
木
曽
義
仲
の
敗
死
な
ど
に
よ
っ
て
松
殿
家
が
没
落
す
る
と
、
伴
氏
は
松
殿
家
か

ら
離
れ
た
ら
し
く
、
元
久
期
以
降
に
歴
代
の
寮
頭
を
壬
生
流
小
槻
氏
が
勤
め
る
よ
う

に
な
る
と
、
十
四
世
紀
初
の
供
仕
所
年
預
伴
重
方
は
小
槻
氏
と
「
私
的
な
関
係
」
を

結
ん
で
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る49
。
史
生
・
官
掌
と
同
様
、
長
年
に
わ
た
る

被
管
関
係
が
彼
ら
を
主
従
関
係
へ
と
導
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
松
殿
家
の
没

落
や
大
夫
史
に
指
導
さ
れ
て
い
た
六
位
史
の
一
族
と
い
う
の
も
関
係
し
て
い
た
だ
ろ

う50
。こ

の
よ
う
に
小
槻
氏
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
ら
自
身
が
摂
関
家
に
奉
仕
す
る

一
方
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
、
自
ら
独
自
に
家
人
を
抱
え
、
重
層
的
な
主
従
関
係
を

形
成
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
有
効
に
機
能
し
た
の
が
、
所

領
で
あ
っ
た
。

小
槻
氏
に
よ
る
主
従
関
係
構
築
と
連
動
し
て
、太
政
官
厨
家
領
（
便
補
地
）
が
設
営
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さ
れ
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
独
自
の
経
済
基
盤
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て

よ
う
や
く
、
官
方
は
受
領
経
済
に
頼
ら
な
い
経
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
作
成
の
「
官
中
便
補
地
別
相
伝
輩

由
緒
有
無
事
」・「
小
槻
有
家
奏
聞
状
案51
」
に
は
、
成
立
事
情
の
わ
か
る
便
補
地
が

十
六
箇
所
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
表
２
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
便
補
地
の
設
営
は
政
重
の

時
代
に
始
ま
り
、長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
に
小
槻
隆
職
が
大
夫
史
を
受
け
つ
い
だ
段

階
で
は
、
陸
奥
安
達
保
・
常
陸
吉
田
社
々
務
の
二
つ
だ
け
だ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し

そ
の
後
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
の
隆
職
解
任
ま
で
の
間
に
、
若
狭
国
富
保
・
美
作

田
原
庄
・
備
後
世
羅
庄
・
讃
岐
柞
原
庄
の
四
箇
所
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
建
久
二

年
（
一
一
九
一
）
に
隆
職
が
大
夫
史
に
復
帰
す
る
と
、
建
久
九
年
ま
で
の
八
年
間
で
、

常
陸
石
崎
保
・
加
賀
北
嶋
保
・
備
前
日
笠
保
・
安
芸
世
能
保
の
四
箇
所
を
加
え
、
国

富
保
・
近
江
細
江
保
・
世
能
保
の
三
箇
所
を
立
券
し
て
い
る
。
近
江
細
江
保
・
土
佐

吉
原
庄
が
便
補
地
と
な
っ
た
時
期
は
不
確
か
だ
が
、
恐
ら
く
は
こ
の
間
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
建
久
末
年
段
階
で
十
二
あ
る
便
補
地
の
う
ち
、
十
は
隆
職
の
手
に
よ
る
も

の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
隆
職
が
自
ら
「
入
開
発
功
力
」
て
設
立
し
、
子
孫
相

伝
を
宣
旨
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

ま
た
長
寛
二
年
以
前
か
ら
続
く
二
つ
に
つ
い
て
も
、隆
職
父
子
は
無
関
係
で
な
い
。

陸
奥
安
達
庄
は
史
生
惟
宗
定
兼
に
よ
っ
て
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
に
便
補
保
と
さ
れ

た
が
、
そ
の
後
「
定
兼
滅
亡
」
に
よ
っ
て
隆
職
が
文
書
を
伝
領
し
、
国
宗
が
建
保
六

年
に
立
券
し
て
い
る52
。
こ
の
例
は
同
時
期
に
お
け
る
小
槻
氏
と
史
生
と
の
結
び
付
き

（
前
述
）
を
示
唆
す
る
例
と
し
て
も
注
目
で
き
る
が
、
主
に
建
久
年
間
を
中
心
に
、
隆

職
の
手
に
よ
っ
て
官
厨
家
領
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
子

孫
相
伝
を
宣
旨
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
隆
職
子
孫
に
よ
る
官
厨

家
領
の
伝
領
を
、
王
権
が
公
認
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。

注
意
し
た
い
の
は
、
隆
職
が
自
力
で
開
発
し
た
と
い
う
庄
園
が
、
若
狭
・
讃
岐
・

土
佐
・
備
後
・
安
芸
な
ど
の
諸
国
に
分
布
し
て
お
り
、
永
万
・
仁
安
・
安
元
・
建
久

表 2　小槻隆職・国宗が関わった所領
名　称 経　　緯

陸奥国安達庄

常陸国吉田社
石崎保

上総国今富保
加賀国北嶋保
若狭国国富庄
近江国細江庄
美作国田原庄
備前国日笠保
＊備中国新見庄

山手保
備後国世羅庄
安芸国世能庄
讃岐国柞原庄
土佐国吉原庄
筑前国延藤名

益永名

史生惟宗定兼が仁平年中に便補保とし、定兼滅亡により隆職が地主職を伝領。
建保年中に立券。
吉美侯氏が長承年中に政重に社務職を寄附し、隆職が承安 2に子孫相伝。
僧相慶が建久 6に隆職へ寄附し、同 9に便補保とする。
国宗が官務の時に便補保とする。
隆職が建久 3に便補保とした。
隆職が自ら開発し、永万 1に便補保とし、建久 6に立券・子孫相伝。
隆職が綸言を奉じて便補保を建立し、建久 4に立券、建暦 1に子孫相伝。
三野頼延から領主職を隆職が伝領し、元暦 2に子孫相伝。
藤原季景が国宗に寄附し、建久 8に便補保とする。
大中臣孝正が開発し隆職に寄附。隆職が最勝光院領とし、領主職を子孫相伝。
国宗が官務の時に便補保とする。
隆職が自ら開発し、安元 2に立券・子孫相伝。
隆職が自ら開発し、建久 4に便補保とし、建久 9に立券・子孫相伝。
隆職が自ら開発し、仁安 3に子孫相伝。
源包満より伝領し、隆職が自ら開発し、建久 9に子孫相伝。
隆職が地主職を伝領し、国宗が北野宮寺に寄進。
隆職が地主職を伝領し、国宗が建仁寺に寄進。

註）「壬生家文書」306, 312, 314, 316 号、「吉田神社文書」、「東寺百合文書」ミ函 29-3、
　　 『荘園志料』1634 ～ 35 頁（新見庄）などによる。
　　 「＊」は私領。それ以外は官厨家領である。
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と
時
期
も
分
散
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る53
。
大
夫
史
と
し
て
政
務
に
携
わ
る
隆
職
が
、

そ
れ
ら
の
時
期
に
現
地
へ
下
向
し
て
開
発
を
指
揮
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
恐
ら
く

現
地
に
下
向
し
た
の
は
、
隆
職
で
な
く
そ
の
家
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

唯
一
、
隆
職
に
下
向
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）

末
に
大
夫
史
を
解
任
さ
れ
て
か
ら
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
五
月
に
復
帰
す
る
ま
で
の

間
で
あ
る
。
こ
の
間
隆
職
は
、
ほ
と
ん
ど
京
都
で
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い54
。
隆
職
は
、

大
夫
史
を
離
れ
て
い
る
こ
の
間
に
安
芸
・
土
佐
・
若
狭
と
い
っ
た
各
地
へ
赴
き
、
家

人
と
と
も
に
開
発
の
指
揮
を
と
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

隆
職
が
開
発
し
た
そ
れ
ら
の
所
領
の
経
営
に
は
、
家
人
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
便
補
地
の
一
つ
で
あ
る
常
陸
国
吉
田
社
に
対
し
て
は
、
小
槻
氏
か
ら
下
文

の
ほ
か
、
下
知
状
・
袖
判
下
文
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
奉
者
は
衛
門
尉
な

ど
の
官
職
を
有
し
た
六
位
ク
ラ
ス
の
官
人
（
も
し
く
は
出
家
者
）
で
あ
る55
。
彼
ら
の
中

に
は
預
所
を
兼
務
し
て
い
る
者
も
お
り
、
壬
生
流
小
槻
氏
は
、
官
厨
家
領
の
相
伝
を

公
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
営
に
必
要
な
六
位
官
人
を
も
編
成
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
六
位
官
人
の
編
成
は
隆
職
の
時
代
か
ら
見
い
だ
せ
る

が
、
こ
れ
は
小
槻
氏
が
こ
の
時
期
か
ら
急
速
に
庄
園
領
主
的
立
場
を
強
め
て
い
っ
た

こ
と
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
隆
職
・
国
宗
は
、
編
成
し
た
家
人
で
便
補
地
の

開
発
・
経
営
を
行
い
、
家
人
と
の
関
係
を
よ
り
強
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
二
世
紀
半
ば
ま
で
の
朝
廷
経
済
は
、
国
宛
（
国
衙
財
政
）
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
は
そ
れ
に
支
障
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
便
補
地
が
設
定
さ
れ
、
国
衙
を
経
由
し
な
い
用
途
調
達
ル
ー
ト
が
出
現
し
た

と
さ
れ
る56
。
つ
ま
り
十
二
世
紀
半
ば
迄
の
大
夫
史
は
職
務
上
の
責
任
者
で
は
あ
っ
た

が
、経
済
的
に
は
ほ
ぼ
受
領
（
国
衙
財
政
）
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

十
二
世
紀
半
ば
以
降
に
隆
職
が
便
補
地
を
設
営
し
て
い
く
と
、
小
槻
氏
は
官
方
の
経

営
を
直
接
に
担
い
は
じ
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
家
人
を
編
成
し
て
い
く
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
初
め
て
、
便
補
地
領
家
で
あ
る
小
槻

氏
は
経
済
的
に
も
官
方
の
指
導
者
と
な
り
、
名
実
と
も
に
官
方
を
請
け
負
う
こ
と
に

な
っ
た
と
い
え
よ
う57
。

以
上
か
ら
、
十
二
世
紀
半
ば
に
始
ま
る
朝
廷
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
対
応
し
た

小
槻
氏
は
、
十
二
世
紀
半
ば
か
ら
史
生
な
ど
の
六
位
官
人
を
家
人
化
し
つ
つ
所
領
を

開
発
し
、
文
治
・
建
久
期
に
隆
職
・
国
宗
が
整
備
・
拡
大
し
た
後
、
家
人
化
し
た
六

位
官
人
を
用
い
て
そ
の
所
領
群
を
経
営
し
て
い
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う58
。
こ
の
よ

う
に
官
務
は
、
単
に
大
夫
史
を
世
襲
す
る
だ
け
で
な
く
、
官
方
を
経
営
す
る
た
め
に

経
済
基
盤
を
確
立
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
維
持
・
経
営
に
従
事
す
る
六
位
官
人
を
も

編
成
し
て
い
た
の
で
あ
る59
。

こ
の
よ
う
な
働
き
を
積
極
的
に
行
な
っ
た
の
が
、
小
槻
隆
職
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う60
。
こ
の
隆
職
は
、
大
夫
史
就
任
に
際
し
て
、
大
き
な
危
機
感
を
抱
い
て

い
た
も
の
と
推
測
す
る
。
と
い
う
の
も
隆
職
は
、長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
十
二
月
に

兄
で
あ
る
小
槻
永
業
の
死
去
に
よ
っ
て
大
夫
史
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
二
条
天
皇

の
指
示
に
よ
っ
て
、算
博
士
は
兄
の
嫡
男
で
あ
る
広
房
に
継
承
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
二
条
天
皇
は
、
算
博
士
を
受
け
継
ぐ
広
房
流
（
後
の
大
宮
流
）
と
、
大
夫
史
を

受
け
継
ぐ
隆
職
流
（
後
の
壬
生
流
）
と
に
小
槻
氏
を
分
裂
さ
せ
た
の
で
あ
る61
。
こ
の
こ

と
は
、
隆
職
が
大
夫
史
に
あ
っ
た
長
寛
二
年
十
二
月
か
ら
文
治
二
年
十
二
月
ま
で
の

間
、
広
房
の
子
弟
が
官
史
に
ま
っ
た
く
就
い
て
い
な
い
こ
と
、
中
世
を
通
じ
て
隆
職

の
後
裔
は
算
博
士
に
就
任
し
な
い
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る62
。
こ
の
分
裂
に
よ
り
隆

職
は
、
算
博
士
と
い
う
小
槻
氏
の
本
来
の
地
位
を
継
承
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
大
夫

史
と
し
て
官
方
を
統
制
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
隆
職
の
時
代

に
人
的
・
経
済
的
基
盤
が
急
速
に
整
備
さ
れ
て
い
く
背
景
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
橋
本
義
彦
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
小
槻
氏
が
大
夫
史
の
地
位
を
世

襲
で
き
た
本
質
的
理
由
は
、
所
蔵
し
た
文
書
・
記
録
群
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

十
一
世
紀
中
、
第
三
期
前
半
に
は
確
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
第
三
期
後
半
か
ら
第



二
一
七

官
務
小
槻
氏
の
確
立

505

四
期
に
か
け
て
所
領
開
発
・
家
人
編
成
に
つ
と
め
、
体
制
を
整
備
し
た
こ
と
が
さ
ら

な
る
地
位
安
定
化
を
招
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
な
い
だ
ろ
う
。た
と
え
ば
隆
職
は
、

安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
大
火
に
よ
っ
て
少
々
の
長
案
類
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
文
書

を
失
っ
て
い
る
が63
、そ
の
地
位
は
ほ
と
ん
ど
揺
ら
い
で
い
な
い
。
こ
の
時
点
ま
で
に
、

既
に
隆
職
の
地
盤
は
所
蔵
文
書
・
記
録
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
文
治
二
年

十
二
月
に
源
頼
朝
の
奏
請
に
よ
っ
て
隆
職
は
大
夫
史
を
解
任
さ
れ
る
が64
、
先
例
勘
申

な
ど
の
命
は
引
き
続
き
隆
職
に
も
命
ぜ
ら
れ
て
お
り65
、
官
務
文
庫
が
な
く
て
も
隆
職

へ
の
信
頼
は
失
わ
れ
な
か
っ
た66
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
ま
ず
一
〜
三
章
に
お
い
て
大
夫
史
が
小
槻
氏
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
て
い

く
経
緯
を
た
ど
り
、
そ
の
背
景
・
要
因
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
三
段
階
を

想
定
し
た
。
①
十
世
紀
末
に
は
、
大
夫
史
は
六
位
史
を
指
揮
す
る
立
場
に
あ
り
、
既

に
官
文
殿
を
把
握
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
長
和
四
年
八
月
宣
旨
に
よ
っ
て
文
書
行
政

の
変
化
に
対
応
し
、
大
夫
史
の
官
方
に
お
け
る
情
報
的
主
導
権
を
確
立
さ
せ
た
。
②

道
長
・
頼
通
は
官
方
の
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に
、
大
夫
史
に
家
司
・
家
人
を
置
き

そ
の
子
孫
を
優
遇
し
た
た
め
、
小
槻
・
惟
宗
二
氏
が
大
夫
史
を
受
け
継
い
だ
。
③
摂

関
家
が
情
報
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
惟
宗
氏
に
比
べ
て
小
槻
氏
が
優
位

と
な
り
、
康
和
五
年
に
堀
河
天
皇
に
よ
っ
て
世
襲
を
認
め
ら
れ
る
。
権
力
者
に
よ
る

政
権
安
定
化
策
が
、
小
槻
氏
に
大
夫
史
を
世
襲
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

小
槻
氏
は
大
夫
史
の
家
と
し
て
確
立
し
、
十
二
世
紀
半
ば
に
は
惟
宗
氏
を
排
し
て
独

占
す
る
。

し
か
し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
大
夫
史
を
世
襲
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
職
務
上
の

リ
ー
ダ
ー
で
は
あ
る
が
、
経
済
的
に
は
自
立
で
き
て
い
な
い
。
大
夫
史
が
官
方
を
主

宰
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
二
条
天
皇
に
よ
る
算
博
士
と
大
夫
史
と
の
分
離
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
夫
史
を
受
け
継
い
だ
小
槻
隆
職
は
、
独
自
の
体
制
を
築

く
必
要
に
迫
ら
れ
、
六
位
官
人
の
編
成
も
併
行
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
多
く
の

便
補
地
を
整
備
し
、
家
人
を
使
役
し
て
そ
れ
ら
を
運
営
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

壬
生
流
小
槻
氏
は
、
官
文
殿
・
官
務
文
庫
と
い
う
情
報
面
、
官
厨
家
領
を
は
じ
め
と

す
る
経
済
面
、
そ
し
て
六
位
官
人
を
編
成
し
た
人
事
面
と
い
っ
た
多
角
的
な
方
向
か

ら
の
主
導
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
官
方
主
宰
を
実
現
し
た
の
で
あ

る
。佐

藤
進
一
・
曽
我
良
成
両
氏
は
、
大
夫
史
世
襲
を
も
っ
て
官
務
家
の
確
立
と
し
て

い
た
。
し
か
し
、
小
槻
氏
が
大
夫
史
を
世
襲
し
は
じ
め
た
十
二
世
紀
半
ば
に
は
、
経

営
の
多
く
を
国
宛
に
頼
っ
て
い
る
。
そ
し
て
十
二
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
隆
職
が
自

ら
所
領
開
発
に
乗
り
だ
し
、
多
く
の
便
補
保
・
庄
を
設
置
・
整
備
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
隆
職
は
、
弁
官
局
を
経
営
す
る
主
体
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
り
、
隆
職
こ
そ
が
、

弁
官
局
の
組
織
を
中
世
的
な
機
構
へ
と
変
化
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
の
時
期
に
、
史
生
と
の
主
従
関
係
を
強
固
な
も
の
と
し
、
庄
・
保
を
開
発
・

設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
官
局
は
官
務
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
中
世
的
組
織
へ

と
脱
皮
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
し
た
い
の
は
、
隆
職
が
行
っ
た
こ
と
と
同
様
の
こ
と
に
、
大
宮
流
の

広
房
も
直
面
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
大
宮
流
で
は
、
算
博
士
と
い
う

官
職
・
地
位
を
最
大
限
に
利
用
し
て
、
情
報
・
庄
園
・
家
人
と
い
う
要
素
を
整
備
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か67
。
そ
の
よ
う
な
素
地
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
壬
生
流

小
槻
氏
が
築
い
た
官
務
の
地
位
に
大
宮
流
小
槻
氏
が
座
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
大
夫
史
の
世
襲
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
氏
は
そ
の
源
を
小
槻
氏
の
家

業
、
つ
ま
り
は
小
槻
氏
の
内
側
に
求
め
ら
れ68
、
反
対
に
曽
我
良
成
氏
は
朝
廷
に
よ
る

抜
擢
と
い
う
小
槻
氏
の
外
部
に
求
め
て
い
る
。
大
夫
史
の
世
襲
と
い
う
点
の
み
に
焦

点
を
絞
れ
ば
、最
終
的
に
は
朝
廷
（
天
皇
）
の
命
に
よ
っ
て
任
官
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
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ら
、
自
力
で
は
で
き
な
い
。
だ
が
朝
廷
に
任
官
・
世
襲
を
認
め
さ
せ
た
要
因
と
な
っ

て
い
る
官
文
書
の
集
積
は
、
自
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
経

営
基
盤
で
あ
る
官
厨
家
領
の
整
備
に
も
当
て
は
ま
る
。
隆
職
は
自
ら
私
領
を
開
発
し

た
が
、
そ
の
立
荘
・
子
孫
相
伝
に
は
、
官
符
・
宣
旨
等
が
必
要
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

も
、
自
力
で
積
み
上
げ
た
既
成
事
実
を
核
に
し
、
そ
の
後
に
何
ら
か
の
権
限
を
公
認
・

付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
六
位
官
人
の
編
成
は
、公
認
・

付
与
さ
れ
た
官
職
世
襲
・
経
営
基
盤
に
連
動
す
る
形
で
形
成
・
強
化
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
槻
氏
は
、
ま
ず
官
文
書
を
蓄
積
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
世
襲
を
許
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
長
期
に
わ
た
っ
て
弁
官
局
に
関
わ
り
続
け
、

そ
こ
で
家
人
集
団
を
形
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
活
用
し
て
、
官
方
の
経
済
基
盤
を
開

発
し
、
そ
れ
を
公
認
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
官
務
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

小
槻
氏
が
官
務
と
し
て
職
務
を
つ
と
め
、
か
つ
運
営
し
て
い
け
た
の
は
、
業
務
を
遂

行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
①
官
文
書
を
中
心
と
す
る
情
報
、
②
経
済
基
盤
、
③
実

務
を
こ
な
す
六
位
官
人
と
い
う
三
者
を
保
持
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
特
に
①
②

に
つ
い
て
は
自
力
で
築
き
あ
げ
て
い
た
。

小
槻
氏
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
官
務
家
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

朝
廷
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
官
務
小
槻
氏
の
み
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
は
な
い
。

自
力
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
実
績
を
朝
廷
が
公
認
し
、
権
限
を
与
え
る
と
い
う
関
係

は
、
他
に
も
多
く
の
事
例
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
む
し
ろ
、
中
世
公
家
政
権
は
、

こ
の
よ
う
な
実
績
と
公
認
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
請
負
関
係
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部

分
が
支
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
内
、
請
負
に
お
け
る
公
認
（
権
限
付

与
）
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
権
門
体
制
論
の
よ
う
な
考
え
方
に
、
反
対
に
自
力
に
よ
る

実
績
づ
く
り
に
着
目
す
れ
ば
、各
組
織
（
幕
府
な
ど
）
の
自
立
性
を
強
調
す
る
考
え
と

な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
対
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
コ
イ
ン
の
表
裏
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
だ
け
で
は
機
能
し
な
い
の
で
あ

る
。
す
で
に
村
井
章
介
氏
が
、
佐
藤
進
一
氏
の
中
世
国
家
論
と
権
門
体
制
論
と
に
つ

い
て
「
両
説
の
距
離
が
み
か
け
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い69
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

中
世
公
家
政
権
は
、
私
的
に
形
作
ら
れ
た
財
産
や
能
力
に
基
づ
い
て
公
的
権
限
を

与
え
、
国
家
の
様
々
な
機
能
を
分
担
・
運
営
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
官
司
請
負
制

（
知
行
官
司
制70
）
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
た
諸
官
司
や
鎌
倉
幕
府
は
、
そ
の
一
事
例
と
し

て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①　

橋
本
義
彦
「
官
務
家
小
槻
氏
の
成
立
と
そ
の
性
格
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）。

②　

佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
〇
七
年
）。

③　

佐
藤
氏
は
、
他
に
大
夫
外
記
（
中
原
・
清
原
氏
）・
検
非
違
使
（
中
原
氏
）
の
例
も

掲
げ
て
い
る
。

④　

曽
我
良
成「
官
務
家
成
立
の
歴
史
的
背
景
」（『
史
学
雑
誌
』九
四
の
一
一
、一
九
八
三

年
）。

⑤　

官
務
小
槻
氏
に
言
及
す
る
も
の
に
は
、他
に
も
中
原
俊
章
「
官
方
と
外
記
方
」（『
中

世
王
権
と
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）、
遠
藤

珠
紀
「
官
務
『
家
』・
局
務
『
家
』
の
成
立
」（『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
十
二
世
紀
ま
で
の
記
述

は
い
ず
れ
も
橋
本
・
佐
藤
・
曽
我
各
氏
の
説
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

⑥　

永
井
晋
『
官
史
補
任
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
八
年
）。
な
お
本
稿
中
、
正

暦
元
年
以
前
の
官
史
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
太
政
官
弁
官
局
の
実
務
職
員
の
構
成
と
そ

の
変
遷
」（『
立
命
館
文
学
』
五
六
四
、二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

⑦　

曽
我
「
官
務
家
成
立
の
歴
史
的
背
景
」（
前
掲
）
三
一
頁
。

⑧　

官
史
は
、
承
和
期
以
降
の
ほ
ぼ
毎
年
、
春
叙
位
で
叙
爵
者
が
出
る
た
め
（
巡
爵
）、

春
叙
位
か
ら
春
除
目
ま
で
の
短
期
間
だ
け
、最
上
臈
の
官
史
は
五
位
を
帯
び
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
転
出
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
論
で
は
大

夫
史
と
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
本
論
で
は
、故
意
に
叙
留
さ
れ
た
者
を
大
夫
史
と
し
て
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扱
っ
た
。
高
田
淳
「『
巡
爵
』
と
そ
の
成
立
」（『
國
學
院
大
学
紀
要
』
二
六
、一
九
八
八

年
）。

⑨　

拙
稿
「
平
安
時
代
前
中
期
に
お
け
る
文
簿
保
管
策
の
展
開
〜
外
記
文
殿
か
ら
官
文

殿
、
そ
し
て
官
文
庫
へ
〜
」（『
古
文
書
研
究
』
五
〇
、一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

⑩　

吉
川
真
司
「
申
文
刺
文
考
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初

出
は
一
九
九
四
年
）、
谷
口
昭
「
続
文
攷
」（『
法
制
史
研
究
』
二
二
、一
九
七
二
年
）。

⑪　
『
西
宮
記
』
巻
七
（
減
省
奏
報
詞
）。

⑫　
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
四
年
（
九
九
四
）
六
月
十
四
日
条
。

⑬　

た
と
え
ば
『
権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
正
月
十
一
日
条
。

⑭　

平
安
時
代
中
後
期
、『
左
経
記
』
長
元
七
年
八
月
十
日
条
、
永
久
四
年
八
月
廿
日
付

官
厨
家
返
抄
（『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
）
な
ど
、
人
名
を
特
定
で
き
る
官
厨
家
別
当
は

い
ず
れ
も
六
位
史
で
あ
る
。

⑮　
『
西
宮
記
』
巻
十
（
裏
書
）。

⑯　

永
延
二
年
（
九
八
八
）
か
ら
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
ま
で
大
夫
史
で
あ
っ
た
多
米

国
平
と
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
に
検
非
違
使
か
ら
外
記
に
転
じ
た
多
米
国
定
は
、
兄

弟
と
考
え
る
。『
御
堂
関
白
記
』
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
九
月
廿
日
条
、「
外
記
補

任
」
正
暦
元
年
な
ど
。
佐
藤
堅
一
「
封
建
制
主
従
制
の
源
流
に
関
す
る
一
試
論
」（
安

田
元
久
編
『
初
期
封
建
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
も
参
照
。

⑰　
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
二
月
四
日
条
。

⑱　
『
権
記
』
寛
弘
八
年
十
二
月
十
八
日
条
。

⑲　

玉
井
力
「『
院
政
』
支
配
と
貴
族
官
人
層
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
七
年
）。

⑳　

惟
宗
義
賢
は
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
五
月
十
八
日
付
「
関
白
家
政
所
下
文
案
」（
内

閣
文
庫
所
蔵
文
書
、『
平
安
遺
文
』
六
二
三
号
）・
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
正
月
五
日

付
摂
関
家
令
栄
爵
申
文
（『
実
淳
卿
記
』
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
正
月
八
日
条
、『
官

史
補
任
』
に
よ
る
）
か
ら
、左
大
史
就
任
前
か
ら
家
令
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
義
賢
が
周
防
国
弁
済
使
を
つ
と
め
た
際
の
周
防
守
橘
俊
遠
は
、頼
通
の
子
俊
綱
の
養

父
で
あ
る
（『
小
右
記
』
万
寿
二
年
〈
一
〇
二
五
〉
十
二
月
一
日
条
）。
義
賢
が
頼
通
の

ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

㉑　

拙
編
著
『
外
記
補
任
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、二
〇
〇
四
年
）。
な
お
詳
細
は
別
稿

を
予
定
。

㉒　
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
二
月
十
八
日
条
。

㉓　

貞
行
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
八
月
九
日
の
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
立
太
子

に
と
も
な
い
、
東
宮
大
属
を
兼
任
し
て
い
る
（「
東
宮
坊
官
補
任
」）。
こ
の
時
の
摂
政

も
頼
通
で
あ
る
か
ら
、
頼
通
と
貞
行
と
の
関
係
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
始
ま
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
貞
行
は
大
夫
史
任
官
の
時
、
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
い
い

（『
壬
生
家
文
書
』〈
以
下
『
壬
』〉
二
三
号
）、
非
常
に
若
い
。

㉔　

拙
稿
「
平
安
時
代
前
中
期
に
お
け
る
文
簿
保
管
策
の
展
開 

〜
外
記
文
殿
か
ら
官
文

殿
、
そ
し
て
官
文
庫
へ
〜
」（
前
掲
）。

㉕　

松
薗
斉
『
日
記
の
家
』
第
八
章
「
摂
関
家
」（
前
出
、初
出
は
一
九
九
三
年
）。
摂
関

家
は
、
記
録
の
集
積
が
進
む
の
は
師
実
の
こ
ろ
と
さ
れ
、
道
長
段
階
で
は
多
く
の
記
録

が
所
蔵
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

㉖　

藤
原
（
小
野
宮
）
実
資
の
家
人
で
あ
っ
た
六
位
外
記
の
菅
野
敦
頼
が
、叙
位
儀
始
の

日
に
持
参
す
る
小
勘
文
の
清
書
を
、道
長
に
見
せ
る
前
に
実
資
に
「
密
か
に
」
見
せ
て

い
る
よ
う
に
（『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
正
月
五
日
条
）、
大
夫
史
・
大
夫
外
記
が
情
報
提

供
を
し
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

㉗　
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
第
六
（
文
譜
）
所
収
。
こ
の
宣
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
私
有

官
文
書
群
の
形
成
」（『
古
代
文
化
』
五
二
の
五
、二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

㉘　
「
中
外
抄
」
上
巻
48
話
。

㉙　

清
原
頼
隆
は
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
ま
で
大
夫
外
記
を
務
め
た
。
以
来
、清
原
氏

で
大
夫
外
記
を
つ
と
め
た
者
は
、
当
時
は
ま
だ
い
な
か
っ
た
。

㉚　

た
と
え
ば
、『
中
右
記
』
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
二
月
十
四
日
条
で
は
、
小
槻
祐

俊
を
「
譜
代
大
夫
史
」
と
呼
ん
で
い
る
。

㉛　

拙
稿
「
大
夫
史
惟
宗
政
孝
に
つ
い
て
」（『
ぐ
ん
し
ょ
』
四
九
、二
〇
〇
〇
年
）。

32　
『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
十
月
二
十
三
日
条
、『
春
記
』
長
久
元
年

（
一
〇
四
〇
）
五
月
七
日
条
。

33　
『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
八
月
二
十
四
日
条
。

34　
『
中
右
記
』
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
九
月
十
一
日
条
。

35　

松
薗
斉
『
日
記
の
家
』
第
八
章
「
摂
関
家
」（
前
出
）。

36　
『
玉
葉
』
建
久
二
年
四
月
廿
三
日
条
に
は
、
大
夫
史
を
務
め
た
家
系
に
生
ま
れ
た
者

が
、
高
齢
で
し
か
も
「
後
栄
難
期
」
よ
う
な
場
合
に
、
名
誉
職
的
に
大
夫
史
と
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
、
そ
の
例
に
惟
宗
政
孝
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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37　
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
十
一
月
七
日
条
。「
累
代
史
之
家
」
の
出
身
で

あ
る
広
親
で
さ
え
こ
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
点
か
ら
、そ
の
他
の
六
位
官
史
の
評
価
も
う

か
が
え
よ
う
。
こ
の
他
、「
清
原
重
憲
記
」
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
四
月
三
日
条
も

参
照
。

38　
『
中
右
記
』
康
和
五
年
二
月
卅
日
条
。
所
帯
の
官
職
を
息
子
に
譲
る
こ
と
は
、
こ
の

時
に
は
、
小
槻
祐
俊
・
清
原
信
俊
・
紀
宗
政
が
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
手
続
き
上
、

信
俊
・
宗
政
に
だ
け
は
辞
書
を
提
出
さ
せ
、
改
め
て
息
子
を
補
任
す
る
と
い
う
通
常
ど

お
り
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

39　

元
木
泰
雄「
院
政
期
興
福
寺
考
」（『
院
政
期
政
治
史
研
究
』思
文
閣
出
版
、一
九
九
六

年
、
初
出
は
一
九
八
七
年
）。

40　

玉
井
力
「『
院
政
』
支
配
と
貴
族
官
人
層
」（
前
掲
）。
な
お
、
康
和
五
年
の
弁
官
在

職
者
は
七
人
い
る
が
、
そ
の
う
ち
三
人
は
後
に
白
河
院
の
公
卿
別
当
と
な
っ
て
い
る
。

41　

玉
井
力
「『
院
政
』
支
配
と
貴
族
官
人
層
」（
前
掲
）
は
、小
槻
氏
が
院
権
力
と
距
離

を
お
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、拙
稿
「
平
安
時
代
中
後
期
に

お
け
る
文
殿
に
つ
い
て
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
二
三
、二
〇
一
一
年
）
で
も

確
認
で
き
る
。

42　
「
清
原
重
憲
記
」
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
十
二
月
廿
六
日
条
、『
玉
葉
』
安
元
三
年

（
一
一
七
七
）
正
月
三
日
条
な
ど
。

43　
「
中
外
抄
」
上
巻
５
話
。

44　

治
承
二
年
七
月
十
八
日
新
制
・
建
久
二
年
三
月
廿
二
日
新
制
に
は
、
諸
司
が
諸
国
か

ら
の
済
物
を
過
剰
に
請
求
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
条
文
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は

「
久
安
保
元
之
制
」
に
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
建
久
二
年
の
も
の
を
最
後
に
、
以
後
の

新
制
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、建
久
二
年
ま
で
は
諸
国
済
物
が
諸
司
の
活
動
を
さ

さ
え
て
い
た
が
、
第
四
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
建
久
年
間
に
急
速
に
便
補
地
な
ど
を
整

え
た
結
果
、国
衙
の
活
動
が
諸
司
経
済
に
占
め
る
比
重
が
低
く
な
っ
て
い
っ
た
結
果
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）。

45　

一
臈
官
掌
光
経
に
対
す
る
、「
官
中
要
人
也
。
装
束
使
・
右
宮
城
・
造
八
省
・
潔
斎
・

法
勝
寺
等
奉
行
者
也
」
と
い
う
評
価
（『
中
右
記
』
永
長
元
年
〈
一
〇
九
六
〉
九
月
廿

七
日
条
）
や
、
外
記
史
生
重
宗
に
対
す
る
「
能
知
諸
国
事
者
也
」
と
い
う
評
価
（『
中

右
記
』
保
安
元
年
〈
一
一
二
〇
〉
正
月
廿
七
日
条
）
は
、前
述
し
た
六
位
史
の
懈
怠
と

は
対
照
的
で
あ
る
。

46　
『
吉
記
』
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
六
月
七
日
条
。

47　

小
槻
氏
で
初
め
て
主
殿
頭
と
な
っ
た
の
は
国
宗
で
あ
り
、
初
見
は
元
久
二
年

（
一
二
〇
五
）
二
月
廿
六
日
付
太
政
官
符
（『
醍
醐
寺
新
要
録
』）。
以
後
、壬
生
流
の
歴

代
が
世
襲
す
る
。

48　

伴
氏
に
つ
い
て
は
、千
村
佳
代
ほ
か
「
主
殿
寮
年
預
伴
氏
と
小
野
山
供
御
人
」（『
年

報
中
世
史
研
究
』
三
、一
九
七
八
年
）・
永
井
晋
「
鶴
岡
八
幡
宮
大
伴
神
主
系
図
に
み
え

る
院
政
期
の
伴
氏
に
つ
い
て
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
八
五
、一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

ま
た
守
方
に
つ
い
て
は
、『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
十
一
月
廿
七
日
条
に

「
知
家
事
主
殿
少
允
守
方
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

49　

千
村
佳
代
ほ
か
「
主
殿
寮
年
預
伴
氏
と
小
野
山
供
御
人
」（
前
掲
）
参
照
。

50　

も
ち
ろ
ん
、小
槻
氏
が
編
成
で
き
た
の
は
太
政
官
に
お
け
る
六
位
官
人
の
全
て
で
は

な
い
。
彼
ら
の
家
人
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
六
位
官
人
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
大
多
数

の
六
位
官
人
は
職
務
上
は
小
槻
氏
の
配
下
と
な
る
も
の
の
、私
的
に
は
別
人
に
仕
え
る

場
合
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
、小
槻
氏
の
家
人
た
ち
が
積
極
的
に

六
位
官
人
と
し
て
登
用
さ
れ
て
い
く
（
拙
稿
「
官
司
請
負
制
の
内
実
」『
立
命
館
史
学
』

二
一
、二
〇
〇
〇
年
）。

51　
「
官
中
便
補
地
別
相
伝
輩

由
緒
注
文
案
」（『
壬
』
三
一
四
号
）・「
小
槻
有
家
奏
聞

状
案
」（『
壬
』
三
一
二
号
）。
な
お
、前
者
史
料
の
作
成
年
の
比
定
は
、本
郷
恵
子
「
朝

廷
財
政
の
中
世
的
展
開
」（『
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
九
八

年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）
第
二
節
「
便
補
保
」
に
よ
る
。

52　

遠
藤
巌
「
官
務
家
領
陸
奥
国
安
達
荘
の
成
立
」（
小
川
清
治
編
『
中
世
南
奥
の
地
域

権
力
と
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）。

53　

竹
内
理
三
「
小
貴
族
の
開
発
領
主
小
槻
隆
職
」（『
鎌
倉
遺
文
月
報
』
六
、一
九
七
四

年
）。

54　

隆
職
は
、
文
治
二
年
九
月
ま
で
は
『
玉
葉
』
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
は
姿

を
見
せ
る
こ
と
が
激
減
し
、
文
治
三
〜
五
年
は
年
に
一
回
ず
つ
だ
け
、
建
久
元
年
に
は

一
度
も
あ
ら
わ
れ
な
い
。建
久
二
年
四
月
に
大
夫
史
に
復
帰
す
る
と
再
び
頻
繁
に
あ
ら

わ
れ
る
。

55　

吉
田
社
社
務
職
は
、
小
槻
政
重
が
吉
美
侯
部
氏
人
か
ら
寄
進
さ
れ
、
隆
職
が
承
安
二

年
（
一
一
七
二
）
に
子
孫
相
伝
の
宣
旨
を
受
け
て
い
る
（『
壬
』
三
一
四
号
）。「
吉
田

神
社
文
書
」
は
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
Ⅱ
に
収
録
。
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56　

勝
山
清
次
『
中
世
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
上
島
享

「
財
政
史
よ
り
み
た
中
世
国
家
の
成
立
」（『
歴
史
評
論
』
五
二
五
、一
九
九
四
年
）
な
ど

を
参
照
。

57　

具
体
的
な
納
物
の
催
促
手
段
は
、本
郷
恵
子
「
朝
廷
財
政
の
中
世
的
展
開
」（
前
掲
）

を
参
照
。

58　

従
来
、
庄
園
公
領
制
の
展
開
を
述
べ
る
際
に
は
鳥
羽
院
政
期
が
注
目
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
れ
は
寺
院
や
公
卿
の
家
を
対
象
に
し
た
場
合
で
あ
り
、
諸
官
庁
で
は
十
二
世
紀

末
の
治
承
・
寿
永
の
内
乱
後
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
乱
に
よ
っ
て
国
衙
財
政
が
壊
滅

的
打
撃
を
受
け
た
た
め
、
文
治
・
建
久
期
に
国
衙
財
政
に
頼
ら
な
い
経
済
体
制
の
確
立

（
便
補
地
の
設
定
な
ど
）
が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
諸
機
構
は
、

旧
来
の
財
政
基
盤
へ
の
依
存
度
が
大
き
か
っ
た
た
め
、新
体
制
へ
の
移
行
が
最
も
遅
く

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

59　

十
三
〜
四
世
紀
に
お
け
る
小
槻
氏
に
よ
る
官
庁
運
営
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、拙
稿

「
官
司
請
負
制
の
内
実
」（
前
掲
）
で
詳
述
し
た
。

60　

曽
我
良
成
「
官
務
小
槻
隆
職
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
』
人
文
・
自
然

科
学
篇
、
二
六
巻
一
号
、
一
九
八
九
年
）。

61　

年
月
日
未
詳
「
小
槻
隆
職
起
請
文
」（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
谷
森
文
書
」〈『
鎌
倉

遺
文
』
一
〇
〇
六
号
〉）。

62　

永
井
晋
『
官
史
補
任
』（
前
掲
）
お
よ
び
『
地
下
家
伝
』
五
な
ど
に
よ
る
。
隆
職
後

裔
は
、
壬
生
孝
亮
が
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
兼
任
す
る
ま
で
、
算
博
士
に
就
か
な

い
。

63　
『
玉
葉
』
安
元
三
年
四
月
廿
九
日
・
卅
日
条
。

64　

隆
職
の
大
夫
史
解
任
は
、『
吉
記
』
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
二
月
廿
七
日
・
廿

九
日
条
。
そ
れ
に
と
も
な
う
官
務
文
庫
の
管
理
権
移
動
に
つ
い
て
は
、
文
永
十
年

（
一
二
七
三
）
七
月
付
「
小
槻
有
家
起
請
案
」（『
壬
』
三
九
号
）
に
示
さ
れ
る
。
ま
た

広
房
が
大
夫
史
と
な
る
と
す
ぐ
、
広
房
の
子
で
あ
る
公
尚
・
康
信
が
六
位
史
に
登
用
さ

れ
て
い
る
。

65　

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
五
月
八
日
付
「
小
槻
隆
職
請
文
案
」（『
壬
』
二
二
七
六

号
）。

66　

嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
官
文
殿
が
全
焼
す
る
（『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
八
月
廿

七
日
条
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
官
務
文
庫
は
、
官
文
書
を
含
む
唯
一
の
文
書
群
と
し
て
重

用
さ
れ
、「
公
務
之
明
鏡
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（「
小
槻
有
家
起
請
案
」『
壬
』

三
九
号
）。

67　

中
島
善
久
「
大
宮
流
官
務
家
の
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
」（『
社
会
文
化
史
学
』

三
八
、一
九
九
八
年
）。

68　

佐
藤
氏
は
、「
家
業
の
論
理
」
を
根
拠
と
し
て
、
家
業
と
官
職
と
の
因
果
関
係
を
広

く
認
め
て
い
る
。
し
か
し
小
生
は「
中
世
前
期
に
お
け
る
家
業
と
官
職
の
関
係
に
つ
い

て 

〜
家
業
の
論
理
の
再
検
討
〜
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』二
二
、二
〇
〇
九
年
）

に
お
い
て
「
家
業
の
論
理
」
を
検
討
し
、家
業
の
継
承
を
最
優
先
と
す
る
よ
う
な
考
え

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、小
槻
氏
に
よ
る
大
夫
史
の
世
襲
は
小
槻
氏
の
家
業
で
あ
る
算

道
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。

69　

村
井
「（
書
評
）
佐
藤
進
一
著
『
日
本
の
中
世
国
家
』」（『
史
学
雑
誌
』
九
三
の
四
、

一
九
八
四
年
）。

70　

五
味
文
彦
・
遠
藤
珠
紀
氏
は
、
中
世
の
官
司
運
営
に
つ
い
て
知
行
官
司
制
（
官
司
知

行
制
）
と
い
う
概
念
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
実
務
官
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、十
三
世
紀

半
ば
以
降
に
中
世
的
「
家
」
が
成
立
し
て
い
っ
た
結
果
、そ
れ
ま
で
は
個
人
に
対
し
て

分
担
さ
せ
て
い
た
も
の
が
、組
織
と
し
て
の
「
家
」
に
分
担
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、そ
の
よ
う
な
変
化
（
違
い
）
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
五
味
「
花
押

に
見
る
院
政
期
諸
階
層
」（『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）、

遠
藤
『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』（
前
掲
）。

（
京
都
市
歴
史
資
料
館
館
員　

 

・
本
学
非
常
勤
講
師
）

〔
付
記
〕
最
後
に
な
る
が
、
杉
橋
隆
夫
先
生
に
は
、
学
部
学
生
の
頃
よ
り
公
私
共
に
た
い
へ
ん

お
世
話
に
な
っ
た
。
改
め
て
、
深
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
う
。
先
生
に
は
、
ま
す
ま
す

ご
健
勝
に
て
、
ご
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
さ
れ
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
し
、
擱
筆
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。


